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「検査料等の点数の取扱いについて」の一部訂正について

「検査料等の点数の取扱いについて」（平成26年12月26日付け保医発1226第

１号）及び「検査料等の点数の取扱いについて」（平成27年１月30日付け保医

発0130第１号）により、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意

事項について」（平成26年３月５日付け保医発0305第３号）の一部を改正した

ところですが、別紙のとおりその一部を訂正するので、貴管下の保険医療機関、

審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。



◎「検査料等の点数の取扱いについて」（平成26年12月26日付け保医発1226第１号）記の１ （下線部が訂正箇所）

正 誤

１ 別添１第２章第３部第１節第１款Ｄ２１５－２肝硬度測定を次のよ １ 別添１第２章第３部第１節第１款Ｄ２１５－２肝硬度測定を次のよ

うに改める。 うに改める。

（１） （略） （１） （略）

（２） Ｍａｃ－２結合蛋白(Ｍ２ＢＰ)糖鎖修飾異性体 （２） Ｍａｃ－２結合蛋白(Ｍ２ＢＰ)糖鎖修飾異性体

ア Ｍａｃ－２結合蛋白(Ｍ２ＢＰ)糖鎖修飾異性体は、区分番号 ア Ｍａｃ－２結合蛋白(Ｍ２ＢＰ)糖鎖修飾異性体は、区分番号

「Ｄ２１５－２」肝硬度測定の所定点数に準じて算定する。な 「Ｄ２１５－２」肝硬度測定の所定点数に準じて算定する。

お、判断料については、区分番号「Ｄ０２６」検体検査判断料

「３」の生化学的検査（Ⅰ）判断料を算定する。

イ （略） イ （略）

ウ （略） ウ （略）

◎「検査料等の点数の取扱いについて」（平成27年１月30日付け保医発0130第１号）記の２ （下線部が訂正箇所）

正 誤

２ 別添１第２章第13部第１節Ｎ００５－２ＡＬＫ融合遺伝子標本作製 ２ 別添１第２章第13部第１節Ｎ００５－２ＡＬＫ融合遺伝子標本作製

を次のように改める。 を次のように改める。

（１） （略） （１） （略）

（２） ＢＲＡＦ Ｖ６００ （２） ＢＲＡＦ Ｖ６００

ア ＢＲＡＦ Ｖ６００は、区分番号「Ｎ００５－２」ＡＬＫ融 ア ＢＲＡＦ Ｖ６００は、区分番号「Ｎ００５－２」ＡＬＫ融

合遺伝子標本作製の所定点数に準じて算定する。なお、判断料 合遺伝子標本作製の所定点数に準じて算定する。

については、病理診断料・判断料は算定せず、区分番号「Ｄ０

２６」検体検査判断料の「１」尿・糞便等検査判断料を算定す

る。

イ （略） イ （略）

( 別 紙 ）


